
様式第１号（第５条関係） 

 

高等学校等修学旅行費助成申請書 

 

                           年  月  日 

 

 （宛先）白山市長 

 

      申請者（保護者） 住  所  

               氏  名          （続柄  ） 

               電話番号 

 

  白山市高等学校等修学旅行費助成事業実施要綱第５条の規定により、高

等学校等修学旅行費の助成を受けたいので申請します。 

  なお、この申請の審査に必要な範囲で、世帯員の住民登録、所得調査等

の確認を行うことに同意します。 

生 

 

 

 

徒 

住  所 
〒 

  

ふりがな  

生年月日 年  月  日 
氏  名  

学校名等         学校     科   学年 

修学旅行先 
 

修学旅行

の期間  
     年  月  日～    年  月  日 

 



世

帯

の

状

況 

氏名 続柄 生年月日 職業 備考 

 生徒本人    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

     

     

住宅の状況  １ 持ち家  ２ 賃貸住宅（家賃     円） 

振 

込 

先 

金融機関名        銀行・金庫・農協 店 

預 金 種 別 普通・当座 口座番号  

ふ り が な  

口座名義人 

（申請者と同一） 

 

 備考 
  １ 注意事項 
    修学旅行が行われた当該年度の３月末日までに申請して下さい。（修

学旅行が１月から３月までの間に行われた場合は、５月末日とします。） 
 

 ※ 世帯全員の所得額等により、助成を受けられないことがあります。 
   ※ 令和８年４月１日～令和９年３月３１日の期間中に行われた修学旅

行（宿泊を伴うもの）が対象です。 
      それ以外の期間に行われた修学旅行や日帰り旅行は、対象にはな

りません。 
   ※ 申請受付は、令和８年４月１日から、令和９年３月３１日までです。 

※ 修学旅行実施後に提出をお願いします。      
 

 ２ 添付書類 
    市外から転入した場合は､世帯員の所得額等を証明する書類を添付

して下さい。 
 
 
 



《記入例》 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

高等学校等修学旅行費助成申請書 

                           年  月  日 

 （宛先）白山市長 

 

      申請者（保護者） 住  所 白山市倉光二丁目１番地 

               氏  名 白山 太郎  （続柄 父 ） 

               電話番号 ２７６－１１１１ 

 

  白山市高等学校等修学旅行費助成事業実施要綱第５条の規定により、高

等学校等修学旅行費の助成を受けたいので申請します。 

  なお、この申請の審査に必要な範囲で、世帯員の住民登録、所得調査等

の確認を行うことに同意します。 

生 

 

 

 

徒 

住  所 
〒924-0865 

白山市倉光二丁目１番地 

ふりがな  はくさん じろう 

生年月日 平成２１年４月３日 

氏  名  白山 二郎 

学校名等   はくさん高等学校  普通科  ２学年 

修学旅行先  大阪府・京都府・奈良県 

修学旅行

の期間  
 令和８年６月３日～ 令和８年６月７日 



世

帯

の

状

況 

氏名 続柄 生年月日 職業 備考 

白山 二郎 生徒本人 Ｈ21.4.3 白山高校  

   太郎 父 Ｓ51.1.1 白山商事(株)  

   花子 母 Ｓ52.10.1 無職  

   一朗 弟 Ｈ27.2.28 白山小学校  

 
 

   

     

     

 
 

   

住宅の状況 ① 持ち家  ２ 賃貸住宅（家賃     円） 

振 

込 

先 

金融機関名  白山 銀行・金庫・農協  白山支店 

預 金 種 別 普通・当座 口座番号 １２３４５６７ 

ふ り が な 

口座名義人 

（申請者と同一） 

 はくさん   たろう 

 白 山    太 郎 

 備考 
  １ 注意事項 
    修学旅行が行われた当該年度の３月末日までに申請して下さい。（修

学旅行が１月から３月までの間に行われた場合は、５月末日とします。） 
 

 ※ 世帯全員の所得額等により、助成を受けられないことがあります。 
   ※ 令和８年４月１日～令和９年３月３１日の期間中に行われた修学旅

行（宿泊を伴うもの）が対象です。 
      それ以外の期間に行われた修学旅行や日帰り旅行は、対象にはな

りません。 
   ※ 申請受付は、令和８年４月１日から、令和９年３月３１日までです。 

※ 修学旅行実施後に提出をお願いします。      
 

 ２ 添付書類 
    市外から転入した場合は､世帯員の所得額等を証明する書類を添付

して下さい。 
 


